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・令和５年度（2023年度）生徒指導研究協議会 実施要項 

 

発 表 要 旨      

１ 目 的 

児童生徒の豊かな成長、発達を促すため、生徒指導上の諸問題に関する

研究協議を行い、学校、家庭及び地域社会が連携協力して生徒指導の充実

を図るとともに、教員の指導力の向上を図る。 

２ 主 催 
北海道教育委員会（主管 北海道教育庁日高教育局） 

３ 期日及び実施形態 
(1) オンデマンド研修：令和５年（2023年）６～７月のうち１日 
(2) オンライン会議(Zoom)：令和５年（2023年）６月30日（金） 

４ 会 場 
 (1) 参加者所属の各学校等 
 (2) 配信元：北海道教育庁日高教育局会議室（浦河町栄丘東通56号） 
    配信先：各参加者の所属等 
５ 参加対象 

(1) 国・公・私立小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学
校・特別支援学校の校長、副校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、
寄宿舎指導員 

(2) 市町村教育委員会の職員 
(3) 公立小学校・中学校・高等学校・特別支援学校に在籍する児童生徒の
保護者 

(4) 青少年健全育成関係機関等の職員 
(5) 民間の相談・指導施設の職員 

６ その他 
  詳細については、別紙「実施要項」のとおりです。 
 

報道に当たってのお願い  

担    当 

北海道教育庁日高教育局 
教 育 支 援 課 長 鈴 木   毅（TEL：0146-22-9490） 
教 育 支 援 係 長 山 本   真（TEL：0146-22-9491） 
高等学校教育指導班主査 佐 藤 英 明（TEL：0146-22-9494） 

 



令和５年度（2023年度）生徒指導研究協議会実施要項 
１ 目 的 

 児童生徒の豊かな成長、発達を促すため、生徒指導上の諸問題に関する研究協議を行い、
学校、家庭及び地域社会が連携協力して生徒指導の充実を図るとともに、教員の指導力の
向上を図る。 

 
２ 主 催 

北海道教育委員会（主管 北海道教育庁日高教育局） 
 
３ 期日及び実施形態 

(1) オンデマンド研修：令和５年（2023年）６～７月のうち１日 
(2) オンライン会議(Zoom)：令和５年（2023年）６月30日（金） 

 
４ 会 場  
 (1) 参加者所属の各学校等 
 (2) 配信元：北海道教育庁日高教育局会議室（浦河町栄丘東通56号 ℡：0146-22-9491） 
    配信先：各参加者の所属等 
 
５ 参加対象 

(1) 国・公・私立小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学
校の校長、副校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、寄宿舎指導員 

(2) 市町村教育委員会の職員 
(3) 公立小学校・中学校・高等学校・特別支援学校に在籍する児童生徒の保護者 
(4) 青少年健全育成関係機関等の職員 
(5) 民間の相談・指導施設の職員 

 
６ 日 程（オンライン会議） 

10:00                                  12:00                               14:20 
10:10                        13:00                   14:30 
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７ 内容 

(1) 全体会１（説明）、全体会２（講話）、部会１（協議） 
   法に基づくいじめの積極的認知（「いじめ見逃しゼロ」）及び学校での早期からの組

織的な対応について 
(2) 全体会３（説明）、全体会４（実践発表）、部会２（協議） 

   不登校の子どもを支援する体制の強化及び多様で適切な教育機会の確保について 
 
８ オンデマンド研修について 

事前に以下の資料をもとに研修（オンデマンド研修）し、当日参加すること。 
①学校教育局生徒指導・学校安全課が作成（URL等については後日送付） 
②動画 
・NITS（独立行政法人教職員支援機構）オンライン研修校内研修シリーズ 

(No.90、91、118、121) 
   URL：https://www.nits.go.jp/materials/intramural/ 
 
９ その他 
  参加者は、配慮が必要な場合は、出席報告の際など、研究協議会実施日の４週間前まで

に実施者に申し出ること。（配慮が必要な例：手話通訳、要約筆記、拡大文字資料、点字
資料など） 

https://www.nits.go.jp/materials/intramural/

